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1.15 年度の全体的な進捗状況及びそれに対する評価 

 当該年間のリレ－ションシップバンキング機能強化計画の進捗状況は下記の通りです。 

主な成果としては、特定業種に対し業種別審査としたほか審査スキルの向上やノウハウの蓄積のため研修等を積極的に参加するなどにより審査態勢を強

化、「融資経営相談室」を設置し専担者を配置して経営改善支援の取組みを強化、中小企業支援センター等との連携等により取引先企業に対する経営相

談・支援機能の取組みを強化、「静岡中小企業支援ファンド“パートナー”」への出資・参加するなど再生支援の取組みを強化、顧客への説明態勢の整備・

相談等の機能強化の取組みを強化、お客様相談窓口を設置するなど相談苦情処理をスピーディーに対応するための取組みを強化、四半期情報開示の実施

など情報開示の充実強化、などを実施いたしました。今後も引続き今まで以上に顧客との繋がりを強化し信頼を得るために「中小企業金融の再生」、「健

全性の確保、収益性の向上等」の 2つの柱からなる各項目の取組みを着実に実践していきます。 

2.15 年 10 月から 16 年 3 月までの進捗状況及びそれに対する評価 

主な成果としては、中小企業支援センター等との連携等により取引先企業に対する勉強会の実施、「静岡中小企業支援ファンド“パートナー”」への出資・

参加、顧客への説明態勢の整備・充実、お客様相談窓口の設置、四半期情報開示の実施などスケジュール通り実施しいたしました。 
 
3.アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況 

  

スケジュ－ル  項  目 具体的な取組み 
15年度 16年度 

進捗状況 
 

15年度 
15 年 10 月～16 年 3
月 

備考（計画の詳細） 

Ⅰ.中小企業金融の再生に向けた取
組み 

      

1.創業・新事業支援機能等の強化       
 (1)業種別担当者の配置等融資審
査態勢の強化 

○ 業種別審査導入。専門知
識を習得し、審査能力の
向上を図る。 

 

・業種別審査導

入。 
・専門知識の習

得。 
 

・同左。 
 
・同左。 

・業種別審査の導入

（15/8月）。 
・知識習得のための研

修等参加。 
・業種別審査担当者の

現場訪問による業

種特性を把握、審査

能力の向上。 
・業種別審査辞典の購

入、活用。 

 
 
・同左。 
 
・同左。 
 
 
 
・同左。 

・特定業種選定。 
・担当者配置。 
・業種別審査辞典活用。 
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 (2)企業の将来性や技術力を的確
に評価できる人材の育成を目的
とした研修の実施 

○「目利き研修」等を実施、
人材の育成を図る。 

 

・「目利き研修」

等の実施。 
 

・同左。 
 
 

・外部研修（第二地方

銀行協会主催「目利

き研修」等）へ参加。 
・行内研修（集合研

修･･･支店長研修・

若手行員研修、支店

研修）の実施。 
・通信教育講座「創

業・新事業支援コ-
ス」15年 11月開講
42名受講。 

・同左。 
 
 
・同左。 
 
 
 
・同左。 

・外部研修、行内研修。 
・通信教育講座受講奨励。 

(3)産学官とのネットワ -クの構
築・活用や日本政策投資銀行と
の連携。「産業クラスタ-サポ-ト
会議」への参画 

○産業クラスターサポート
金融会議の活用と新しい
担保による融資取組勉強。 

・会議等参加。 
 
・新しい担保によ

る融資取組研

究。 
 

・同左。 
 
・同左。 

・産業クラスターサポ

ート金融会議参加、

情報収集。 
・しずおか産業創造機

構主催の会議に参

加、情報収集。 
・しずおか産業創造機

構ファルマバレ－

交流会に参加、情報

収集。 
・日本政策投資銀行主

催の会議参加・取組

研究。 

・同左。 
 
 
・同左。 
 
 
・同左。 
 
 
 
・同左。 

・情報収集。 
・保証協会の取組勉強。 

(4)ベンチャ-企業向け業務に係る
日本政策投資銀行等との情報共
有,協調投融資等連携強化 

○制度融資の理解と取組推
進、日本政策投資銀行等の
取組研究。 

・制度融資の勉

強。 
・取組研究。 
 

・同左。 
 
・同左。 
 

・制度融資勉強会実

施。（15年 7・8月） 
・中小企業経営革新支

援法等の取組み研

究、15年 10月勉強
会実施 

・15年 12月中小企業
支援センタ－と連
携、取引先への講演

会実施。（中小企業

経営革新支援法） 
 ※実績･･･見込先 14
件、うち承認 2件。 

 
 
・15年 10月中小企業
経営革新支援法の

勉強会実施。 
 
・同左。 

・創業支援資金等制度融資

の取組勉強会。 
・情報交換。 
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(5)中小企業支援センタ－の活用 
 

 

○同センターとの情報交換
し支援機能を理解し活用
ができる体制を整える。 

・支援機能の理解

と活用検討。 
・情報提供。 

・同左。 
 
・同左。 

・会議等参加、支援機

能の理解と活用検

討。 
・しずおか産業創造機

構ホ－ムペ－ジリ

ンク。 
・15年 12しずおか産
業創造機構・神奈川

中小企業センター

と連携、取引先への

講演会実施。（中小

企業経営革新支援

法） 
・16 年 3 月しずおか
産業創造機構と連

携、工場見学等ビジ

ネスセミナー実施 

・同左。 
 
 
 
 
 
・同左。 
 
 
 
 
 
 
・同左。 
 
 

・訪問による情報交換。 
・ホームページリンク。 
 
 

2.取引先企業に対する経営相談・支
援機能強の強化 

      

(1)経営情報やビジネス・マッチン
グ情報を提供する仕組みの整備 

 
 

○現在の仕組みや人材育成
を強化する。 

 
 

・情報提供等強

化。 
 
・人材育成。 
 

・同左。 
 
・同左。 
 

・ビジネスレポート活

用促進。 
・情報ﾈｯﾄﾜｰｸ先の見直

し。 
・FP2級法人資格取得
奨励。 

・15年 12月「ﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｸﾗﾌﾞ勉強会」、16年
3 月「ビジネスセミ
ナ－」開催。 

・第二地銀協加盟行ビ

ジネス情報交換制

度（B-net）提携、
情報提供。 

・同左。 
 
・同左。 
 
・同左。 
 
・同左。 
 
 
 
・同左。 

・情報ﾈｯﾄﾜｰｸ先の見直し。 
・経営情報等活用推進。 
・講演会開催。 
・FP資格取得奨励。 
 

(3)要注意先債権等の健全債権化
及び不良債権の新規発生防止のた
めの体制整備強化並びに実績公表 

 
（別紙様式 3－2、3－3及び 3－4参照） 
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(4)中小企業支援スキルの向上を
目的とした研修の実施 

 

○「要注意先債権等のランク
アップ研修」等を実施、人
材育成を図る。 

・「要注意先債権

等のランクア

ップ研修」等の

実施。 

・同左。 
 
 

・外部研修（第二地方

銀行協会主催「ラン

クアップ研修」等）

に参加。 
・行内研修（集合研

修･･･支店長研修、

支店研修）の実施。 
・通信教育講座「創

業・新事業支援コ-
ス」15年 11月開講
88名受講。 

・同左。 
 
 
 
・同左。 
 
 
・同左。 

･ 外部研修、行内研修。 
・通信教育講座受講奨励。 
・ノウハウの蓄積 
 

(5)「地域金融人材育成システム開
発プログラム」等への協力 

○研修等の情報提供をする。 ・情報提供。 
 

・同左。 
 

・中小企業支援センタ

－で開催される研

修情報収集、2件の
情報提供（16年 3
月） 

 

・2件の情報提供（16
年 3月）。 

 

・情報収集。 
 

3.早期事業再生に向けた積極的取組
み 

      

(1)中小企業の過剰債務構造の解
消・再生の取組み。「早期事業再
生ガイドライン」の趣旨を踏ま
えた事業再生への早期着手 

○対象企業やニーズが発生
した場合に備え,当手法の
研究、ノウハウの蓄積を図
る。 

・当手法の研究。 ・同左。 
 
 

・第二地方銀行協会や

経済産業省主催の

研修等へ参加、取組

研究。 

・同左。 
 
 

・他行取組み状況・事例の

勉強とノウハウの蓄積。 

(2)地域の中小企業を対象とした
企業再生ファンドの組成の取組
み 

 

○ 当地区で地域再生ファ
ンドが組成され、且つ当
行取引先が関連する場
合に備え、取組を勉強す
る。 

・取組勉強。 
 
 
 
 
 

・同左。 
 
 
 

・「静岡地域再生ファ

ンド」勉強会参加。 
・「静岡中小企業支援

ファンド“パ－トナ

－”」に参加、出資

（1億円）。 

 
 
・同左。 

・勉強会参加。 
 
 

(3)デット・エクイティ・スワップ、
DIPファイナンス等の活用 

 

○対象企業やニーズが発生
した場合に備え,当手法の
研究、ノウハウの蓄積を図
る。 

・当手法の研究。 
 
 
 

・同左。 
 
 
 

・取組研究。 
・東京信用保証協会と

東京再生サポ－ト

保証制度の提携。 

・同左。 
・同左。 
 
 

・事業再生保証制度の取 
組研究。 

 
 

(4)「中小企業再生型信託スキ-ム」
等ＲＣＣ信託機能の活用 

○同上。 ・同上。 
 

・同左。 
 

・取組研究。 
 

・同左。 
 

・取組研究。 
 

(5)産業再生機構の活用 
 

○同上。 ・同上。 
 

・同左。 
 

・取組研究。 
 

・同左。 
 

・同上 
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(6)中小企業再生支援協議会への
協力とその機能の活用 

 

○同センターとの情報交換
によるノウハウの蓄積と
活用検討。 

・支援機能の理解

と活用検討。 
・同左。 
 

・会議参加、情報交換。 
 
 

・同左。 
 
 

・会議等参加。 
 

(7)企業再生支援に関する人材（タ
－ンアラウンド・スペシャリス
ト）の育成を目的とした研修の
実施 

○「企業再生支援者養成研
修」等を実施、人材育成を
する。 

 
 

・「企業再生支援

者養成研修」等

の実施。 

・同左。 
 
 
 

・外部研修（第二地方

銀行協会主催「企業

再生支援者養成研

修」等）に参加。 
・通信教育講座「企業

再生支援者養成講

座」15年 11月開講
3名受講。 

・同左。 
 
 
 
・同左。 

・外部研修。 
・通信教育講座受講奨励。 
・他行取組事例の蓄積と活

用。 
 

4.新しい中小企業金融への取組みの
強化 

      

(1)担保・保証へ過度に依存しない
融資の促進等。第三者保証の利
用のあり方 

 

○キャッシュフローを重視
した審査体制とモニタリ
ング体制の整備強化と、担
保・保証へ過度に依存しな
い融資の検討。 

 

・キャッシュフロー

を重視した審査

体制とモニタリ

ングﾞ体制の整備

強化。 
・担保・保証へ過

度に依存しな

い融資の検討。 

・同左。 
 
 
 
 
・同左。 
 

・デ－タ整備・蓄積に

よる活用推進。 
・担保・保証へ過度に

依存しない融資の

取組研究。 
・担保・保証の実態調

査実施。 
・｢新業務対応ＷＧ｣作

成の報告書をもと

に研究。 

・同左。 
 
・同左。 
 
 
・同左。 
 
・同左。 

・データ整備の強化。 
 
・担保・保証の実態調査。 
・基本的な考え方の研究。 
・｢新業務対応ＷＧ｣への協

力と参加。 

(3)証券化等の取組み 
 

○当地区で証券化の取組が
あり、且つニーズが発生し
た場合に備え,当手法の研
究、ノウハウの蓄積を図
る。 

・当手法の研究。 
 
 

・同左。 ・取組研究。 ・同左。 
 
 
 
 

・情報収集。 
 

(4)財務諸表の精度が相対的に高
い中小企業に対する融資プログ
ラムの整備 

○財務諸表の精度が高いと
認めるような仕組みの検
討。 

・仕組みの検討。 ・同左。 ・取組研究。 ・同左。 
 
 

・取組検討。 

(5)信用リスクデ－タベ－スの整
備・充実及びその活用 

○現在のデータベース整備
の取組強化、充実を図り信
用リスク管理体制の強化
を図るとともに活用を図
る。 

・データの整備充

実。 
・データ活用検 
討。 

 

・同左。 
 
・同左。 
 
 

・データの整備・充実。 
・ビジネスロ－ンの原

案作成。 

・同左。 
・同左。 
 

・信用リスク量の検証。 
・外部デ－タの有効活用。 
・ビジネスローンの検討と

開発。 
 

5.顧客への説明態勢の整備、相談・ 
苦情処理機能の強化 
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(1)銀行法等に義務づけられた、貸
付契約、保証契約の内容等重要
事項に関する債務者への説明態
勢の整備 

○改正された監査指針に基
づいた説明態勢の整備を
図るとともに周知徹底を
図る。 

・説明態勢の整 
備。 

 
 
・周知徹底。 

・同左。 
 
 
 
・同左。 

・専門委員会設置、取

組事項洗出。 
・15年 10月、顧客か
らの融資相談のた

めの管理帳票作成。 
・15年 12月、与信取
引に関する説明態

勢に係る規則、マニ

ュアル作成、周知徹

底を図る。 
・銀行取引約定書見直

し検討、16年 1月
より新銀行取引約

定書の運用実施と

徹底を図る。 

 
 
・同左。 
 
 
・同左。 
 
 
 
 
・16年 1月より新銀
行取引約定書の運

用実施と徹底を図

る。 

・取組事項の洗出、スケジ

ュールの作成、取組。 
・銀行取引約定書の見直

し。 
・研修会等。 

(3)相談・苦情処理体制の強化 ○改正された監査指針に基
づいた相談・苦情処理体制
の整備を図るとともに周
知徹底を図る。 

 

・相談・苦情処理

体制の整備。 
 
 
 
・周知徹底。 

・同左。 
 
 

・｢地域金融円滑化会

議｣参加等による情

報収集。 
・研修会等でｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝ

ｽ徹底。 
・相談窓口の設置検

討、15年 11月に設
置。 
・CS 向上運動の一環
として「お客さまア

ンケ-ト」実施。 

・同左。 
 
 
・同左。 
 
・相談窓口、15 年 11
月に設置。 

 
・同左。 

・｢地域金融円滑化会議｣参

加、｢よろず相談所｣との

連絡、情報収集と活用。 
・相談窓口の設置。 
・苦情処理手引き見直しや

データの活用。 
 
 

6.進捗状況の公表 ○進捗状況の把握と公表。 ・進捗状況公表。 ・同左。 ・計画公表。 
・進捗状況把握、公表。 
 
 

・同左。 
・同左。 
 
 
 

・計画公表。 
・進捗状況公表。 

 


